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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 X 25010：2013 
 (ISO/IEC 25010：2011) 

システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価

（SQuaRE）－システム及びソフトウェア品質モデル 
Systems and software engineering-Systems and software Quality 

Requirements and Evaluation (SQuaRE)- 
System and software quality models 

 
序文 

この規格は，2011 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 25010 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

ソフトウェア製品及びソフトウェア集約的なコンピュータシステムは，ビジネス業務及び個人作業を幅

広く実行するために，ますます多く使用されるようになってきている。個人的な満足，ビジネスでの成功

及び／又は人間の安全のための目的及び目標の実現は，高品質のソフトウェア及びシステムに依存してい

る。高品質のソフトウェア製品及びソフトウェア集約的なコンピュータシステムは，利害関係者にとって，

価値を与え，潜在的に存在する否定的な結果を回避するために不可欠である。 

ソフトウェア製品及びソフトウェア集約的なコンピュータシステムには，開発者，購入者，利用者，又

はソフトウェア集約的なコンピュータシステムを使用する事業の取引先を含め，多くの利害関係者が存在

する。ソフトウェア製品及びソフトウェア集約的なコンピュータシステムの品質の総合的な仕様及び評価

は，利害関係者への価値を確実にする重要な要因である。このことは，システムに対する，利害関係者の

目的及び目標に関係する，必要で望まれる品質特性を定義することによって，達成することができる。こ

れには，システムが利害関係者に及ぼす影響だけでなく，ソフトウェアシステム及びデータに関係する品

質特性も含む。可能ならばいつでも，妥当性が確認された測定量及び測定手法又は広く受け入れられた測

定量及び測定手法を使用して，品質特性が明示され，測定され，評価されることが重要である。この規格

の品質モデルは，関連する品質特性を識別するために使用することができる。さらに，これらの特性は，

要求事項，満足性に対する基準及び対応する測定量を確立するために，更に使用することができる。 

この規格は，これらのニーズを支援するために規定された，JIS X 0129:1994 を起源としている。JIS X 

0129:1994 は，六つの特性を定義し，ソフトウェア製品評価プロセスモデルを規定した。 

JIS X 0129:1994 は，その後 JIS X 0129 規格類及び JIS X 0133 規格群という二つの関連する規格類及び

規格群に置き換えられた。 

注記 日本工業規格では，部で構成する規格がある場合，この部編成の規格全体を総称して，“規格群”

と呼ぶ。また，日本工業規格になっていない国際規格，技術仕様書及び技術報告書を含めて，

規格全体を総称する場合は，“規格類”と呼ぶ。 

この規格は，JIS X 0129-1 の後継規格で，幾つかの追補を加えた同じソフトウェア品質特性を組み込ん


